＜資料２＞
韓国情報発信業務委託仕様書

１　業務名
　　韓国情報発信業務委託

２　委託契約の期間
　　契約締結日から令和９年３月３１日まで

３　業務の目的
[bookmark: _Hlk222649319]　　韓国向けＳＮＳ（インスタグラム）等を活用した観光資源（自然、食、文化等）の魅力を戦略的に発信し、本県の認知度向上及び訪日韓国人観光客の誘客拡大を図る。

４　業務内容
　　受託者は、本業務の実施にあたり、県が別途貸し出す「ターゲットペルソナ」を十分に分析し、そのペルソナに合致した具体的かつ効果的なアプローチ手法を提案すること。
（１）インスタグラムによる情報発信業務
　　【テーマ及び全体のデザイン】
　　・アカウントのコンセプト設計、トーン＆マナー（統一感）の設定、プロフィール欄の最適化を行うこと。特にプロフィール画面のグリッド全体の色味やフィルターを統一し、韓国人ユーザーに好まれるデザインとすること。
・必要に応じて、アカウントの公式認証を得ること。
【投稿内容】
・年間投稿計画を作成し、週２回以上の頻度で新規投稿すること。
・投稿のスキームについては、県が提供する情報（動画・画像素材等）を基に、受託者が韓国市場での有効性を判断し、トーン＆マナーを維持した上で、韓国語のキャプション作成及び画像加工を行うこと。
・投稿内容は、「写真映え」を意識した視覚的な魅力を伝える投稿と、交通アクセスやモデルコースなどＦＩＴ（個人旅行客）が必要とする「実用的な旅行情報」を伝える投稿（リール動画等を含む）をバランスよく組み合わせること。
・投稿内容には、主要な観光地に加え、地域の居酒屋など、ローカルな魅力が伝わる施設及びコンテンツを盛り込み、他地域との差別化を図ること。
・本県へのアクセスについては、乗り継ぎによる秋田空港への到着以外に、青森空港など周辺空港からのアクセスルートやモデルコースも積極的に発信し、隣接県の認知度を活用した誘客アプローチを行うこと。
・キャプションは、ターゲット層に受け入れやすい自然な韓国語を用い、日本語を機械的に翻訳したような不自然な表現は避けること。
・必要に応じて画像や動画に翻訳した字幕の埋め込み、および世界観に合致したバックグラウンドミュージック（ＡＳＭＲ要素を活かす箇所は無音等）を付与すること。
・動画については必要に応じ、ネイティブによるナレーション挿入等の演出を提案および実施すること。
・単なる観光地名の露出ではなく、適切なキーワード及びハッシュタグ選定により、検索結果への継続的な露出（ロングテール流量）を獲得すること。
【取材】
・韓国人ユーザーに好まれる写真やリール動画素材を作成するため、最低４回の県内撮影を実施すること。取材時期は各季節に１回ずつが好ましいが、具体的な時期は県と協議を行うこと。
・撮影対象は県と協議を行って、決定すること。また、撮影対象となる施設等への撮影の申し入れ、許可申請、撮影日のスケジュール調整、その他撮影に付随する全ての必要な業務を実施すること。
・撮影に伴う経費（アテンド等含む）は委託料に含めること。
・撮影中に撮影した写真等の素材は、県の指示があれば引き渡すこと。県は、インバウンド誘客業務において、別市場向けSNSに写真素材を利用する場合がある。
【認知度向上策】
・本県のターゲット層に影響力を持つ韓国人インフルエンサーとの共同投稿（コラボレーション）等を実施し、情報拡散を図ること。インフルエンサーの選定にあたっては、受託者と県との間で協議を行うこと。
・各投稿に適切なハッシュタグをつけ、位置情報も加えるなど、プラットフォームのアルゴリズムにおいて、「本アカウントが日本の地方旅行をする際に有益な情報を発信しているもの」と判断されるような処置をすること。
・プラットフォームの規約や日本国かつ大韓民国の法令や社会的な規範を遵守すること。
・ユーザーからのコメントに対し、韓国語を用いて迅速かつ丁寧な返信を行い、ファンとの良好な関係構築を図ること。
・プラットフォーム内の公式広告機能を用いて、ターゲット層に対する露出を戦略的に拡大する。広告の運用にあたっては、過度なターゲットの絞り込みによる単価上昇を避け、オーガニックな反応と比較分析が可能な手法をとること。
【分析及び報告】
・２か月に１回程度、配信内容の数値分析を行い、県担当者とのミーティングを通じて、韓国市場で最も効果的なコンテンツを探り、次期の改善案を継続的に提案・実行すること。
・履行期間終了後、２週間以内に総括としての実績報告書を作成及び提出すること。
・インスタグラムの運営会社との手続、その他情報発信、運営に要する経費は全て本契
約に含むものとする。
（２）独自提案
　　・その他、秋田県の認知度向上や誘客促進に資するもので、受託者が提案する業務を
実施することが出来る。ただし、経費は本契約額の範囲内で行うものとする。
・提案については、（１）および（２）の内容を自由に提案するものとするが、参考として秋田県が抱える下記イメージのような取組が望ましい。
【イメージ】
・秋田県が韓国市場において抱える課題は、本県そのものの認知度は一定数あるものの、旅行先としての認識がされていないことである。
・成果指標として、フォロワー数の増加も一定数求めるものの、クリック率やコメントなどのエンゲージメント率を高めることが非常に重要。
・観光地情報の羅列ではなく、韓国人ユーザーの関心を引き、見られる投稿を増やして、「本県への旅行」を強く意識させたい。
・訪日旅行や雪、桜、地方都市、伝統文化など日本の観光コンテンツを求める幅広い層に表示される投稿としたい。
・将来的にはＵＧＣによる情報露出増加を図りたいため、その仕組み作りについてアドバイスをしていただきたい。
・将来的には、ＮＡＶＥＲブログ等を活用した詳細な旅行記の発信など、より具体的な旅行計画フェーズへの誘導も視野に入れた展開が望ましい。

５　成果物
　・分析レポート（２か月に１回）
　・実績報告書（１部）

６　契約に関する条件等
（１）報告書の提出
　　・本業務の実施状況については、契約期間満了時には実績報告書を提出すること。
　　・上記報告のほか、必要な場合は適宜書面にて状況を報告すること。
（２）再委託等について
・受託者は本業務のすべてを第三者に再委託し、又は、請け負わせてはいけない。
・受託者は本業務の一部を第三者に再委託することができるが、その場合は再委託先
の概要と責任者を明記し、再委託する業務の内容、実施体制等を事前に書面にて提出
して委託者の承認を得るものとする。
（３）業務の履行に関する措置
・委託者は本業務（再委託した場合を含む）の履行につき著しく不適当と認められると
きは、受託者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを要
求する場合がある。
・受託者は前記要求があったときは、当該要求に係る対応を決定し、１０日以内に委託
者に書面で提出しなければならない。
（４）その他
・受託者は本業務（再委託をした場合を含む）を通じて知り得た情報を機密情報として
扱い目的外の利用、第三者に開示、漏えいしてはならない。また、契約終了後も同様と
する。
・受託者は本業務（再委託をした場合を含む）を履行する上で、著作権、肖像権や個人
情報を取り扱う場合は、関係法令等を遵守すること。
・この仕様書に定めのない事項については、両者協議の上、決定する。
